




（事業主の方へ）

最低賃金を引き上げた中小企業における
雇用調整助成金等の要件緩和について

業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上
げる場合、令和３年10月から12月までの３ヶ月間の休業については、休業規模要
件（１／40以上）を問わず支給します。

概要

LL030806企01

以下の①及び②の条件を満たす場合は、小規模の休業（１／40未満）も対象。
例：10人規模の中小企業が20日の所定労働日数の月に、４人日分の休業を行った

場合も対象
４人日（休業）／200人日（10人×20日）＝１／50 ＜ 休業企業規模（１／40）

① 令和３年10月から３ヶ月間の休業について、業況特例又は地域特例の対象と
なる中小企業（令和３年１月８日以降解雇等を行っていない場合に限る。）で
あること。

② 事業場内最低賃金（当該事業場における雇入れ３月を経過した労働者の事業場
内で最も低い時間あたりの賃金額。地域別最低賃金との差が30円未満である
場合に限る。）を、令和３年７月16日以降、同年12月までの間に、30円以上
引き上げること。

※令和３年度地域別最低賃金の発効日以降に賃金を引き上げる場合は、発効後の地域別最低賃
金から30円以上引き上げる必要があります。

※同一都道府県内に地域別最低賃金との差が30円未満である事業場が複数ある事業主は、最も
低い事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、他の事業場もこの水準以上に引き上げる必要
があります。

※就業規則その他これに準ずるものにより、当該引上げ後の賃金額を事業場で使用する労働者
の下限の賃金額とすることを定める必要があります。

※当該引上げの実施日以降の休業について要件緩和が利用できます。

対象となる条件

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

厚生労働省HP
ご不明な点は、以下のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
0120-60-3999 受付時間 9：00～21：00 土日・祝日含む

お問合せ先

申請手続等

○ 雇用保険被保険者、被保険者以外ともに、緊急雇用安定助成金として申請を
行っていただきます。

○ 緊急雇用安定助成金は、休業に対する助成となります。（教育訓練や出向は
対象になりません。）

○ 助成率や上限額は業況特例や地域特例と同じになりますが、10月以降の助成
率等については８月中にお知らせします。

○ 申請様式は９月以降にホームページで公開する予定です。



地域別最低
賃金=828円

（要件緩和の対象となるケースのイメージ）

引上げ前の地域別最低賃金が800円。地域別最低賃金の引上げ額が28円。
地域別最低賃金の引上げ日が10月１日の場合。

【地域別最低賃金=800円】 【地域別最低賃金=828円】

（ケース１）10月1日より前に事業場内最低賃金額を引き上げる場合

当該期間内は
休業規模要件は問わない

800円

829円 830円以上

859円以上地域別最低賃金額との差が
30円未満の場合に限る

地域別最低
賃金=800円

（ケース２）10月1日以降に事業場内最低賃金額を引き上げる場合
（10月1日より前の事業場内最低賃金額が、引き上げ後の地域別最低賃金額を下回っている場合）

800円

827円 828円

857円

事業場内最低賃金額
を30円以上引き上げ

858円以上

887円以上

10/1 12/31

当該期間内は
休業規模要件は問わない

（ケース３）10月1日以降に事業場内最低賃金額を引き上げる場合
（10月1日より前の事業場内最低賃金額が、引き上げ後の地域別最低賃金額以上の場合）

828円

857円

地域別最低
賃金=828円

828円

857円 858円以上

887円以上

当該期間内は
休業規模要件は問わない

地域別最低賃
金28円引上げ

【地域別最低賃金=800円】 【地域別最低賃金=828円】10/1 12/31

【地域別最低賃金=800円】 【地域別最低賃金=828円】10/1 12/31

事業場内最低賃金額
を30円以上引き上げ

地域別最低賃金額との差
が30円未満の場合に限る

地域別最低賃金額との差
が30円未満の場合に限る

事業場内最低賃金額
を30円以上引き上げ



業務改善助成金の特例的な要件緩和・拡充

①対象人数の拡大・助成上限額引上げ
現行では、賃金引上げ対象人数について、最大「７人以上」としているところ、最大「１０人以上」のメニューを増設し、助

成上限額を４５０万円から６００万円へ拡大。

賃金引上げ労働者数 20円コース 30円コース 45円コース
（新設）

60円コース 90円コース

１人 20万円 30万円 45万円 60万円 90万円
２～３人 30万円 50万円 70万円 90万円 150万円
４～６人 50万円 70万円 100万円 150万円 270万円
７～９人 70万円 100万円 150万円 230万円 450万円

10人以上（新設※） 80万円 120万円 180万円 300万円 600万円

（※）コロナ禍で特に影響を受けている事業主（前年又は前々年比較で売上等▲３０％減）に加え、事業場内最
低賃金900円未満の事業場も対象。

②設備投資の範囲の拡充

現行では自動車（特種用途自動車を除く）やパソコン等の購入は対象外。コロナ禍の影響を受ける中にあっても、賃金引
上げ額を３０円以上とする場合には、以下の通り、生産性向上に資する自動車やパソコン等を補助対象に拡充。

・ 乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車
・ パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器（新規導入）

①４５円コースの新設
現行で最も活用されている３０円と６０円の中間に４５円コースを増設。選択肢を増やすことで使い勝手が向上。

②同一年度内の複数回申請

現行では、同一年度内の複数回受給を認めていないが、年度当初に助成金を活用し、賃上げを実施した事業場であっ
ても、10月に最賃の引上げが行われ、再度賃上げを行うケースが想定されるため、年度内に２回までの申請を可能とする。

※前年又は前々年比較で売上等▲３０％減１．特に業況の厳しい事業主※への特例

２．全事業主を対象とする特例

別紙






